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生涯学習センターのリニューアルオープンについて 
 

 

１ 記念式典及び内覧会について   
（１）記念式典 

日 時：令和８年１１月１４日（土）午前１０時３０分から１１時３０分まで（予定） 
  内 容：関係者挨拶、テープカット、台東区上野の森ジュニア合唱団・台東区ジュニ 

アオーケストラによる演奏 
  場 所：１階 アトリウム等 

 
（２）内覧会 

日 時：令和８年１１月１４日（土）午前１１時３０分から午後２時まで（予定） 
      ※プレス向け内覧会は前日の午前中を予定 
 

２ 一般利用の開始について 
（１）開始日時 

令和８年１１月１５日（日） 午前９時 
 
（２）利用可能貸室等 

５階 各研修室 

４階 和室、研修室、こども室、展示スペース、男女平等推進プラザ 

３階 
各会議室・研修室、学習室、リハーサル室、展示スペース、 
トレーニングルーム 

２階 
ミレニアムホール、展示スペース、図書館、郷土・資料調査室、 
アクティブラーニングルーム 

１階 交流スペース、展示スペース、図書館、池波正太郎記念文庫 

地下１階 スタジオ、駐車場 

※６階教育支援館は、令和７年９月から通常利用開始済 
※ミレニアムホール利用予約は、令和７年１２月から順次受付開始済 
※中央図書館エリアは、令和８年１２月１日(火)から利用開始 

 
３ 周知方法について 
  ・区立施設等へのチラシ及びポスター配布 
  ・広報たいとう、区公式ホームページ・ＳＮＳ等に掲載 
 

４ 今後の予定 
令和８年 ８月      各会議室・研修室の利用予約受付開始 

      １１月１５日   生涯学習センターリニューアルオープン 
      １２月 １日   中央図書館リニューアルオープン 

令和８年６月１９日 
区民文教委員会資料 

教育委員会生涯学習課 
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第４８号議案 東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

改  正  案 現     行 

（施設の構成等） （施設の構成等） 

第２条 （略） 

施設名 設置根拠 事業 

（略） 

東 京 都

台 東 区

立 男 女

平 等 推

進 プ ラ

ザ 

（略） １ 男女平等及び多文化共生の推進に関する

学習の機会の提供及び研修の実施に関する

こと。 

２ 男女平等及び多文化共生の推進に関する

情報の収集及び提供並びに調査研究に関す

ること。 

３ （略） 

４ 外国人の相談に関すること。 

５ （略） 

６ 多文化共生の推進に関する活動を行う団

体及び個人の支援に関すること。 

７及び８ （略） 

 

 

 

  

第２条 （略） 

施設名 設置根拠   事業 

（略） 

東 京 都

台 東 区

立 男 女

平 等 推

進 プ ラ

ザ 

（略） １ 男女平等の推進に関する学習の機会の提

供及び研修の実施に関すること。 

 

２ 男女平等の推進に関する情報の収集及び

提供並びに調査研究に関すること。 

 

３ （略） 

（新設） 

４ （略） 

（新設） 

 

５及び６ （略） 

 

 

（使用料） （使用料） 

第７条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、台東区内に住所若しくは勤務先を有する者

及び台東区内の学校に在学する者以外の者又は区内登録団体として委

員会規則（プラザ施設にあっては区規則。以下同じ。）で定めるもの以

外の団体が、センターの施設（別表(１)東京都台東区立学習館の部に掲

第７条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、台東区内に住所若しくは勤務先を有する者

及び台東区内の学校に在学する者以外の者又は区内登録団体として委

員会規則（プラザ施設にあっては区規則。以下同じ。）で定めるもの以

外の団体が、センターの施設（別表(１)東京都台東区立学習館の部に掲
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げるもののうち、ミレニアムホール及びトレーニングルームを除く。）

を使用する場合の使用料の額は、同表に定める使用料の額に当該使用料

の５割に相当する額を加算した額とする。 

３及び４ （略） 

げるもののうち、ミレニアムホール、マルチメディアルーム及びトレー

ニングルームを除く。）を使用する場合の使用料の額は、同表に定める

使用料の額に当該使用料の５割に相当する額を加算した額とする。 

３及び４ （略） 

 

別表 別表 

(１) 東京都台東区立学習館 

備考 （略） 

(２) （略） 

使用

区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 

午前 午後 夜間１ 夜間２ 全日１ 全日２ 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午後６

時から

午後１

０時ま

で 

午前９

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後１

０時ま

で 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

（略） 

（削除） 

 

 

 

（略） 

(１) 東京都台東区立学習館 

備考 （略） 

(２) （略） 

使用

区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 

午前 午後 夜間１ 夜間２ 全日１ 全日２ 

午前９

時から

正午ま

で 

午後１

時から

午後５

時まで 

午後６

時から

午後９

時まで 

午後６

時から

午後１

０時ま

で 

午前９

時から

午後９

時まで 

午前９

時から

午後１

０時ま

で 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

入場料

等の徴

収 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

な

し 

あ

り 

（略） 

マルチ

メディ

アルー

ム 

２時間につき１００円 

（略） 

付 則 

この条例は、台東区教育委員会規則で定める日から施行する。 


